
（参照条文）

○防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律（令和５年

法律第５４号） 抄

（指定装備移転支援法人の指定及び業務）

第十五条 （略）

４ 防衛大臣は、指定をするに当たっては、防衛省令で定めるところにより、当該指定装

備移転支援法人が装備移転支援業務を実施する際に従うべき基準（以下この節において

「装備移転支援実施基準」という。）を定めるものとする。

○防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則

（令和５年防衛省令第１４号） 抄

（装備移転支援実施基準）

第十七条 防衛大臣は、法第十五条第四項の規定により装備移転支援実施基準を定めるに

当たっては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 装備移転支援業務の具体的内容及び実施体制に関する事項

二 装備移転支援業務の実施方法に関する事項

三 装備移転支援業務に関する秘密の保持に関する事項

四 その他装備移転支援業務の実施に関し必要な事項


